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令和７年度の職場における熱中症予防対策の取組について 
― 労働安全衛生規則の改正及び「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の展開 ― 

 

岐阜労働局(局長 原田 浩一)では、令和７年６月１日からの改正労働安全衛生規則の施行を

見据え、５月１日から９月 30 日まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施し、監督指導

時等のあらゆる機会に熱中症予防対策に取り組むよう周知・指導します。 

 

～ 令和７年６月１日から改正労働安全衛生規則が施行 ～ 
 
〇 熱中症対策の強化について 

職場における熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害の５倍～６倍であり、死亡災害を発生さ 
せないためには、初期症状の放置、対応の遅れによる重篤化をさせない対策が必要です。 

（資料１参照） 

〇 改正内容 
令和７年４月 15 日付けで労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、令和７年６月 

１日より改正労働安全衛生規則が施行されます。（資料２参照） 
 
◇改正内容は以下の２点です。 
 
１ 報告体制の整備 

作業に従事する労働者が熱中症の自覚症状を有する場合及び作業に従事する労働者に熱 
中症が生じた疑いがあることを作業に従事する他の者が発見した場合にその旨を報告する 
体制を整備し、作業に従事する者に周知する。 
 

２ 措置の内容及び実施手順の作成 
作業場ごとに作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさ 

せる等、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手 
順を定め、作業に従事する者に周知する。 
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◇対象となる作業は下記のとおりです。 
 

「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」 
 

※WBGT 値 28 度以上又は気温 31 度以上の環境下で連続１時間以上又は 
１日４時間を超えて実施が見込まれる作業 

（資料１、資料２参照） 

 

～ STOP！熱中症クールワークキャンペーン ～ 

～キャンペーンのポイント～ 

＜キャンペーン期間 ： ５月１日～９月 30 日＞ 

キャンペーン期間中の実施事項の概要 

〇暑さ指数の把握と評価を行うこと 

〇測定した暑さ指数の値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること 

 

＜重 点 取 組 期 間 ： ７月１日～７月 31 日＞ 

重点取組期間中の実施事項の概要 

〇暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底 

〇熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施 

（資料３参照） 

～岐阜県内の熱中症による労働災害発生状況～ 

〇令和６年の熱中症による休業４日以上の死傷災害数 

令和６年の熱中症による休業４日以上の死傷者数は 20 人（死亡は０人）で、前年（令和５年） 

に比べて４人の増加となりました。また、熱中症災害発生件数は増加傾向になっています。 

（資料４グラフ①参照） 

〇製造業、建設業で全体の約半数を占める 

平成 23 年から令和６年までの熱中症による休業４日以上の業種別死傷災害発生状況を見 

ると製造業が最も多く 44 人、次いで建設業が 36 人、運送業が 23 人の順で発生しています。 

また、製造業と建設業で熱中症災害全体の 47.9%と全体の約半数を占めています。 

（資料４グラフ②参照） 

〇発生月別では、７、８月が多い 

平成 23 年から令和６年までの熱中症による休業４日以上の発生月別死傷災害発生状況を 

見ると７月が 65 人、８月が 66 人発生し、７・８月で全体の 78.4％を占めています。 

（資料４グラフ③参照） 

 



 

～令和６年の熱中症災害事例～ 

【製造業、８月】 

・工場内で検品作業を行っていたところ、気分が悪くなり早退した。帰宅後に悪寒と共に発熱した 

ため医療機関を受診したところ、熱中症と診断された（１週間の休業必要）。被災者は翌日の朝に 

は熱が下がったため出勤しようとしたが、事業場の判断により、休業したもの。 

 

【運送業、８月】 

・配達先でトラックの荷室内で荷卸し作業を行った後、意識が朦朧となり倒れた。氷等で身体を冷 

やす等の応急措置をし、意識は回復した。その後、症状が改善されなかったため、救急車で病院 

に搬送後、熱中症と診断され、そのまま入院した。被災者は翌日に退院したが、医師の指示に基 

づき 5 日間休業したもの。 

 

【接客娯楽業、８月】 

・飲食店の倉庫で食器等の洗い作業を行った後、気分が悪くなり休憩をしていたが、症状が改善 

されないため救急車で病院に搬送され、熱中症と診断された（10 日間の休業必要）。被災者は当 

日に退院したが、翌日から休業したもの。 

 

 
添付資料一覧 

資料１  「令和７年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます」 
職場における熱中症対策の強化について リーフレット 

資料２  厚生労働省令第五十七号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 
資料３  STOP！熱中症クールワークキャンペーン リーフレット 
資料４  岐阜県内の熱中症による労働災害発生状況（休業４日以上の死傷者数） 
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【資料４】

グラフ①　発生年別の推移（平成23年～令和６年）

グラフ②　主な業種別（平成23年～令和６年） グラフ③　発生月別（平成23年～令和６年）

グラフ④　発生時間別（平成23年～令和６年）

※ この統計は、労働者死傷病報告により報告があった休業４日以上の労働災害を集計・分析したものです。

岐阜県内の熱中症による労働災害発生状況（休業４日以上の死傷者数）
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